
 

 

５類感染症への移行後のコロナウイルス感染症対策について 

 

 別途お知らせしましたとおり、本校の感染症対策を次のとおりとしますので、引き続き

ご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要

で、無理をして登校せず、すみやかに受診するようにしてください。また、今後感染状況が変化

し、再び県が医療アラートを発出するなど感染が流行している場合の対応は改めて通知します。 

 また、インフルエンザの流行期と同じように、陽性者がある一定程度に達した場合、学級や学

年を閉鎖する措置をとることがあります。 

 

令和５年度 保護者・生徒・地域の皆さんへ 

長野高等学校 学校長だより 
（「学校長だより」はホームページにも掲載しています。） 

令和５年 

No.２ 

 

５月８日（月） 

 

１ 学校における感染症対策 

これまで同様、家庭と連携しながら生徒のみなさんの健康状態を把握し、適切な換気の確

保や手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を続けてまいります。また、学校での諸活動

においては、マスクの着用を求めないことを基本とします。昼食時等の「黙食」は必要あり

ません。 

 

２ 出席に関すること 

(1) コロナウイルスに感染した場合 

・出席停止になります。まずは担任にご一報いただき、その後、登校するに当たっては、

保護者が作成した「出席停止期間終了報告書」（ＨＰからダウンロードできます）を提

出していただきます。医療機関が発行する陰性証明書等は必要ありません。 

・登校できるのは 

有症状：発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過してから 

無症状：検体を採取した次の日から５日を経過してから 

(2) 濃厚接触者の特定はありません 

家族が陽性になったり、陽性者と接触があっても出席停止とはなりません。感染が不安

な場合は、特に健康観察に注意し、マスクを着用してください。 

(3) 出席停止について 

・同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどにより保護者から欠席相談があり、校

長が認めた場合 

・医療的ケアを必要とする児童生徒（主治医等の確認が必要） 

・基礎疾患があることにより重症化リスクが高い生徒（主治医等の確認が必要） 

 

 



生徒に対する「わいせつ行為」の根絶に係る校内ルールについて 

本校のわいせつ行為根絶についての校内ルールを下記に示します。新たに入学した生徒さんもいる

ので、生徒・保護者の皆さんに改めて周知をします。このルールを逸脱している事案に、「生徒自身」

や「友達」が直面した場合には、遠慮なく相談してください。（以下が校内ルールです） 

長野県の県立学校（高等学校や特別支援学校）で、残念ながら生徒に対する「わいせつ行為」に

より教員が懲戒処分（免職）されるという事案が発生しています。教育活動は、学校・教職員と生

徒・保護者あるいは関係者間による信頼関係の上に成り立つため、このような不適切行為の根絶を

図る必要があることは言うまでもありません。 

このような行為は、教員と生徒が保護者も知らない中で、他の教職員の目の届かない場所で、繰

り返し相談・面談等を行っていたことが一因とされています。たとえ「わいせつ行為（性的行

為）」が両性の合意の上であっても、教員と生徒の関係性においては、不適切な行為と言わざるを

えません。 

つきましては、下記の校内ルールを定めましたので、本来の教育活動を阻害しないように教職員

も留意いたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 教員と生徒は、他の誰も知りえない状態で、相談や面談を行わない。 

具体的には以下のように対応する 

（１）教員と生徒は、教室や研究室等で外から見えない状態で１対１にならないように心掛け、

相談等ではドアを開放したり複数で相談に応じたり、複数の職員がいる状態で相談に応じ

る。やむを得ない場合は校長等に連絡の上、指定された場所で行う。 

（２）私的な電話、メール、SNS等によるやり取りはしない。 

（３）生徒の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。 

（４）教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な生徒の撮影や録画をしない。 

（５）教育目的外で生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。 

２ わいせつ行為が疑われるときはもとより、指導方法が不適切と感じるときは、躊躇すること

なく校長等に報告する。あるいは、校内相談窓口又は校外通報・相談窓口へ連絡をする。（相談窓

口については本校ＨＰの「学校長からの連絡」を参照してください。） 

 

４月 28日は伝統の駅伝大会が長野市陸

上競技場で開催されました。コロナ感染

症の急性期が収まっていく中で、学校行

事に加え、様々な班活動が躍動したゴー

ルデン・ウィークになりました。野球班

の大会をはじめ、５月５日には書道班が

善光寺表参道にて他の 11校とともに書

道パフォーマンスを披露しました。高校

生の活躍がメディアに再び取り上げられ

るようになり、うれしい限りです。           駅伝応援旗 ２年１組 

（生徒の皆さんは、この学校長だよりを読んだあと、保護者の方に渡してください） 


